
広島市生活困窮者就労訓練事業の認定に関する実施要領 

 

１ 趣旨 

この要領は、生活困窮者自立支援法（平成２５年法律第１０５号。以下「法」という。）第

１６条第１項に定める生活困窮者就労訓練事業の認定に関し、同法及び生活困窮者自立支援法

施行規則（平成２７年厚生労働省令第１６号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必

要な事項を定めるものである。 

 

２ 管轄地域 

この要領は、広島市内の事業所で行う就労訓練事業について適用する。 

 

３ 認定の対象 

就労訓練事業の認定は、事業所ごとに行う。ただし、同一の法人が、広島市内に複数の事業

所を有する場合は、一括して認定を行うことができるものとする。 

 

４ 申請 

⑴ 就労訓練事業の認定を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、規則第２０条に定

める様式に基づく申請書（様式１）に次に掲げる書類を添付して広島市長（以下「市長」と

いう。）に提出すること。ただし、社会福祉法人、消費生活協同組合など他の法律に基づく監

督を受ける法人についてはアからオまでの書類の添付を要しないものとする。 

  ア 就労訓練事業を行う者の登記事項証明書 

イ 平面図、写真など事業が行われる施設に関する書類 

ウ 事業所概要、組織図など事業の運営体制に関する書類 

エ 貸借対照表、収支計算書など法人の財政的基盤に関する書類 

オ 就労訓練事業を行う者の役員名簿 

カ 誓約書（様式２） 

キ その他市長が必要と認める書類 

 ⑵ 市長は、申請書の記載事項又は添付書類に不備がある場合は、相当の期間を定めて、申請

者に補正を行わせるものとする。 

 ⑶ ⑴に掲げる書類のうち、おおむね１年以内に同法以外の法律の規定による許認可等の申請

又は届出において、同一の書類が広島市長に提出されている場合は、その旨を申請書（様式

１）に付記することによって、添付を省略することができるものとする。 

 

５ 認定基準 

就労訓練事業の認定基準は、規則第２１条各号に基づき、次のとおりとする。 

⑴ 就労訓練事業を行う者に関する要件 

 ア 法人格を有すること。 

 イ 就労訓練事業を健全に遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有すること。 

 ウ 自立相談支援機関のあっせんに応じ生活困窮者を受け入れること。 

 エ 就労訓練事業の実施状況に関する情報の公開について必要な措置を講じること。 

 オ 次のいずれにも該当しない者であること。 

  (ｱ) 法その他の社会福祉に関する法律又は労働基準に関する法律の規定により、罰金以上

の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算し

て５年を経過しない者 

  (ｲ) 就労訓練事業の認定の取消しを受け、当該取消しの日から起算して５年を経過しない

者 



(ｳ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

６号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以

下この号において「暴力団員等」という。）がその事業活動を支配する者又は暴力団員

等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者 

(ｴ) 破壊活動防止法（昭和２７年法律第２４０号）第４条第１項に規定する暴力主義的破

壊活動を行った者 

  (ｵ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第

２条第１項に規定する風俗営業又は同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業に該当

する事業を行う者 

  (ｶ) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続開始の申

立てが行われている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５条）第２１条第１項の

規定に基づく再生手続開始の申立てが行われている者 

  (ｷ) 破産者で復権を得ない者 

  (ｸ) 役員のうちに(ｱ)から(ｷ)までのいずれかに該当する者がある者 

  (ｹ) 上記のほか、その行った就労訓練事業（過去５年以内に行ったものに限る。）に関し

て不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により就労訓

練事業を行わせることが不適切であると認められる者 

⑵ 就労等の支援に関する要件 

  就労訓練事業を利用する生活困窮者（以下「利用者」という。）に対し、就労の機会を提供

するとともに、就労等の支援のため、次に掲げる措置を講じること。 

 ア 利用者に対する就労等の支援に関する措置として、次に掲げるものを行うこと。 

  (ｱ) 利用者に対する就労等の支援に関する計画を策定すること。 

  (ｲ) 利用者の就労等の状況を把握し、必要な相談、指導及び助言を行うこと。 

  (ｳ) 自立相談支援機関その他の関係者と連絡調整を行うこと。 

(ｴ) (ｱ)から(ｳ)までに掲げるもののほか、利用者に対する支援について必要な措置を講ず

ること。 

イ アに掲げる利用者に対する就労等の支援に関する措置に係る責任者を配置すること。 

⑶ 安全衛生に関する要件 

  利用者（労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第９条に規定する労働者を除く。）の安全

衛生その他の作業条件について、労働基準法及び労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）

の規定に準ずる取扱いをすること。 

⑷ 災害補償に関する要件 

  就労訓練事業の利用に係る災害（労働基準法第９条に規定する労働者に係るものを除く。）

が発生した場合の補償のために、必要な措置を講じること。 

 

６ 審査 

市長は、就労訓練事業の認定申請があった場合、当該事業の内容について審査し、５の認定

基準に適合していると認める場合は認定を行い、適合していないと認める場合は不認定とする。 

 

７ 認定等の通知 

⑴ 市長は、６の審査により認定を行った場合は、生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務

マニュアル（平成３０年１０月１日付け社援発１００１第１号厚生労働省社会・援護局長通

知）に基づき認定番号を付番するとともに、生活困窮者就労訓練事業認定通知書（様式３）

を申請者に対して送付する。 

⑵ 市長は、６の審査により不認定とした場合は、生活困窮者就労訓練事業不認定通知書（様

式４）を申請者に対して送付する。 



 

８ 事業の変更 

⑴ 認定を受けた就労訓練事業（以下「認定就労訓練事業」という。）を行う事業者（以下「認

定就労訓練事業者」という。）は、次に掲げる事項を変更しようとする場合は、あらかじめそ

の旨を認定生活困窮者就労訓練事業変更届（事前届出用）（様式５）により、市長に届け出な

ければならない。 

  ア 認定就労訓練事業が行われる事業所の名称 

イ 認定就労訓練事業が行われる事業所の所在地及び連絡先 

ウ 認定就労訓練事業が行われる事業所の責任者の氏名 

⑵ 認定就労訓練事業者は、認定に係る事項のうち⑴に掲げる事項以外の事項に変更があった

場合は、認定生活困窮者就労訓練事業変更届（事後届出用）（様式６）により、速やかに市長

に届け出なければならない。 

 

９ 事業の廃止 

認定就労訓練事業者は、認定就労訓練事業を行わなくなったときは、認定生活困窮者就労訓

練事業廃止届（様式７）により、その旨を市長に届け出なければならない。 

 

10 報告の徴収 

⑴ 市長は、認定就労訓練事業者又は認定就労訓練事業を行っていた者に対して、法第２１条

第２項に基づく報告徴収を書面で求めるときは、報告徴収書（様式８）によりこれを行う。 

⑵ ⑴の報告を求められた者は、速やかに文書で市長へ報告しなければならない。 

 

11 認定の取消し 

⑴ 市長は、認定就労訓練事業者が認定基準に適合しないものとなったと認めるときは、法第

１６条第３項に基づき当該認定を取り消すことができる。 

⑵ 市長は、⑴の取消しを行った場合は、生活困窮者就労訓練事業認定取消通知書（様式９）

により、その旨を通知する。 

 

12 認定情報の登録 

⑴ 市長は、認定就労訓練事業台帳を備え、認定を行った事業に関する情報を記載し（以下「登

録」という。）、これを適切に管理する。 

⑵ 市長は、８⑴、８⑵及び９に定める届出並びに 11⑴に定める取消しがあった場合は、認定

就労訓練事業台帳を更新する。 

⑶ 市長は、認定就労訓練事業台帳に登録した情報を自立相談支援機関である広島市くらしサ

ポートセンターに提供する。 

 

13 情報公開 

市長は、次に掲げる情報をホームページにおいて公開するものとする。 

 ⑴ 認定就労訓練事業者の名称及び所在地並びに連絡先 

 ⑵ 認定就労訓練事業所の名称及び所在地並びに連絡先 

⑶ 認定就労訓練事業の内容及び定員数 

⑷ 認定年月日 

⑸ 認定番号 

 

14 その他 

⑴ 認定就労訓練事業者は、１０名以上の定員を設けて社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）



第２条第３項に基づく第２種社会福祉事業として認定就労訓練事業を行う場合は、同法第

６９条第１項の規定に基づき、事業開始の日から一月以内に、第２種社会福祉事業開始届（様

式１０）により、市長に届け出なければならない。 

⑵ ⑴の届出を行った事業者は、届出事項の変更又は事業の廃止をした場合は、８又は９に基

づく届出とは別に、社会福祉法第６９条第２項の規定に基づき、変更又は廃止の日から一月

以内に、第２種社会福祉事業変更（廃止）届（様式１１）により、市長に届け出なければな

らない。 

⑶ この要領に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉局長が別に定める。 

 

附 則 

この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２８年７月６日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成３０年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

 



様式１（規則第 20条関係） 

 

生活困窮者就労訓練事業認定申請書 

 

令和  年  月  日 

（申請先） 

広 島 市 長  様 

 
                        主 た る 事 務 所 

                                 の 所 在 地 

 

               申請者   名 称 

           
                                 代表者の職・氏名                ㊞ 

 

 

生活困窮者自立支援法（平成 25年法律第 105号）第 16条第１項の規定により生活困窮者就労訓

練事業の認定を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

生
活
困
窮
者
就
労
訓
練
事
業
を
行
う
者 

名称 

（フリガナ） 

 

主たる事務所の 

所在地 

及び連絡先 

郵便番号（        ） 

 

電話番号   ＦＡＸ番号  

法人の種別  法人所轄庁  

代表者の 

氏名 

（フリガナ） 

 

生
活
困
窮
者
就
労
訓
練
事
業
が 

行
わ
れ
る
事
業
所 

名  称 

（フリガナ） 

 

所在地 

及び連絡先 

郵便番号（        ） 

 

 

電話番号   ＦＡＸ番号   

責任者の氏名 

（フリガナ） 

 

生
活
困
窮
者
就
労
訓
練
事
業 

利用定員の数  

内容  

就労等の支援に関

する措置に係る責

任者(※)の氏名 

（フリガナ） 

 

（※）生活困窮者自立支援法施行規則（平成 27年厚生労働省令第 16号）第 21条第２号イに規定する責任者 



 

（裏面に続く） 

様式２（規則第 20条関係） 

 

誓  約  書 

 

令和  年  月  日 

 

広 島 市 長  様 

 
                        主 た る 事 務 所 

                                 の 所 在 地 

 

               申請者   名 称 

           
                                 代表者の職・氏名                ㊞ 

 

 

令和  年  月  日付けで行った生活困窮者自立支援法（平成 25年法律第 105号）第 16条

第１項の規定に基づく生活困窮者就労訓練事業の認定の申請について、下記のとおり誓約します。 

 

記 

 

１ 提出する書類について事実と相違ないこと。 

 

２ 生活困窮者自立相談支援事業を行う者のあっせんに応じ生活困窮者を受け入れること（生活

困窮者自立支援法施行規則（平成 27年厚生労働省令第 16号。以下「規則」という。）第 21条

第１号ハ関係）。 

 

３ 生活困窮者就労訓練事業の実施状況に関する情報の公開について必要な措置を講じること

（規則第 21条第１号ニ関係）。 

 

４ 規則第 21条第１号ホ（１）から（９）までのいずれにも該当しない者であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

（参考）生活困窮者自立支援法施行規則（平成 27 年厚生労働省令第 16号）第 21条第１号ホ 

 
(1) 生活困窮者自立支援法（以下「法」と言う。）、社会福祉に関する法律又は労働基準に関する法律の規定により、罰金

以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して５年を経過しない者 

(2) 法第 10 条第３項の規定により同条第１項の認定の取消しを受けた者で、当該取消しの日から起算して５年を経過し
ない者 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第６号に規定する暴力団員又は暴

力団員でなくなった日から５年を経過しない者をその業務に従事させ、又は当該業務の補助者として使用するおそれ
のある者 

(4) 破壊活動防止法（昭和 27年法律第 240 号）第５条第１項に規定する暴力主義的破壊活動を行った者 

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第２条第１項に規定する風俗営業又
は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者 

(6) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17条の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われている者又は民事再生

法（平成 11年法律第 225号）第 21 条第１項の規定に基づく再生手続開始の申立てが行われている者 
(7) 破産者で復権を得ない者 
(8) 役員のうちに（1）から（7）までのいずれかに該当する者がある者 

(9) (1)から(8)までに掲げる者のほか、その行った就労訓練事業(過去５年以内に行ったものに限る。)に関して不適切な
行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により就労訓練事業を行わせることが不適切であると
認められる者 



 

 

５ 生活困窮者就労訓練事業の利用者に対し、就労の機会を提供するとともに、規則第 21 条第

２号イ、ロに掲げる就労等の支援のための措置を講じること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 生活困窮者就労訓練事業の利用者（労働基準法（昭和 22年法律第 49号）第９条に規定する

労働者を除く。）の安全衛生その他の作業条件について、労働基準法及び労働安全衛生法（昭

和 47年法律第 57号）の規定に準ずる取扱いをすること（規則第 21条第３号関係）。 

 

７ 生活困窮者就労訓練事業の利用に係る災害（労働基準法第９条に規定する労働者に係るもの

を除く。）が発生した場合の補償のために、必要な措置を講じること（規則第 21条第４号関係）。 

 

８ 「生活困窮者自立支援法に基づく認定就労訓練事業の実施に関するガイドライン（平成 30

年 10月 1日付け社援発 1001第 2号厚生労働省社会・援護局長通知）」を遵守すること。 

 

（参考）生活困窮者自立支援法施行規則（平成 27 年厚生労働省令第 16号）第 21条第 2号 

 

イ ロに掲げる生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援に関する措置に係る責任者を配置す
ること。 

ロ 生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援に関する措置として、次に掲げるものを行うこ

と。 
(1) 生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援に関する計画を策定すること。 
(2) 生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者の就労等の状況を把握し、必要な相談、指導及び助言を行うこと。 

(3) 生活困窮者自立相談支援事業を行う者その他の関係者と連絡調整を行うこと。 
(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援について

必要な措置を講じること。 

 



 

様式３（法第 16条第２項関係） 

広 〇 〇 第 ○ 号 

令和  年  月  日 

 

○○ ○○ 様 

 

 広島市長 松 井 一 實      

 （健康福祉局保護自立支援課）     

 

 

生活困窮者就労訓練事業認定通知書 

 

令和  年  月  日付けで申請のあった生活困窮者就労訓練事業の認定の申請について、生

活困窮者自立支援法（平成 25年法律第 105号）第 16条第２項の規定に基づき、次のとおり認定し

たので、通知します。 

 

認定生活困窮者就労訓

練事業を行う者の名

称、主たる事務所の所

在地及び代表者の氏名 

 

認定生活困窮者就労訓

練事業を行う事業所の

名称及び所在地 
 

認定生活困窮者就労訓

練事業の定員の数及び

内容 
 

当該認定に関する事項 

認定年月日  

認定番号  

注) 認定生活困窮者就労訓練事業を変更又は廃止する場合は、それぞれ変更届又は廃止届が必要となりま

す。また、第２種社会福祉事業として実施する場合、開始、変更又は廃止について、一か月以内に、そ

れぞれ社会福祉法に基づく届出が必要となります。 



 

様式４（法第 16条第２項関係） 

広 〇 〇 第 ○ 号 

令和  年  月  日 

 

○○ ○○ 様 

 

 広島市長 松 井 一 實      

                          （健康福祉局保護自立支援課）  

 

 

生活困窮者就労訓練事業不認定通知書 

 

令和  年  月  日付けで申請のあった生活困窮者就労訓練事業の認定の申請について、生

活困窮者自立支援法（平成 25年法律第 105号）第 16条第２項の規定に基づく認定を行わないこと

としましたので通知します。 

 

申請者の名称、主たる

事務所の所在地及び代

表者の氏名 

 

申請に係る事業所の 

名称及び所在地 
 

不認定となった理由 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式５（規則第 22条関係） 

 

認定生活困窮者就労訓練事業変更届（事前届出用） 

 

令和  年  月  日 

 

広 島 市 長  様 

 
                        主 た る 事 務 所 

                                 の 所 在 地 

 

               届出者   名 称 

           
                                 代表者の職・氏名                ㊞ 

 

 

認定生活困窮者就労訓練事業に関し変更をするので、生活困窮者自立支援法施行規則（平成 27

年厚生労働省令第 16号。以下「規則」という。）第 22条の規定に基づき、届け出ます。 

 

変更に係る事業所の 

名称及び所在地 
 

変更予定年月日 令和   年   月   日 

 

 

認定生活困窮者就労訓

練事業が行われる事業

所の名称、所在地、連

絡先及び責任者の氏名

（規則 22条第２号）に

関する変更内容 

 

 

 



 

 

様式６（規則第 22条関係） 

 

認定生活困窮者就労訓練事業変更届（事後届出用） 

 

令和  年  月  日 

 

広 島 市 長  様 

 
                        主 た る 事 務 所 

                                 の 所 在 地 

 

               届出者   名 称 

           
                                 代表者の職・氏名                ㊞ 

 

 

認定生活困窮者就労訓練事業に関し変更があったので、生活困窮者自立支援法施行規則（平成 27

年厚生労働省令第 16号。以下「規則」という。）第 22条の規定に基づき、届け出ます。 

 

変更に係る事業所の名称

及び所在地 
 

変更年月日 令和   年   月   日 

 

 

認定生活困窮者就

労訓練事業を行う

者の名称、主たる

事務所の所在地、

連絡先及び代表者

の氏名（規則第 22

条第１号） 

 

 

認定生活困窮者就

労訓練事業の定員

の数（規則第 22条

第３号） 

 

 

認定生活困窮者就

労訓練事業の内容

（規則第22条第４

号） 

 

 

就労等の支援に関す

る措置に係る責任者

の氏名（規則第 22

条第５号） 

 

※ 変更事項について、該当する項目の左欄に○を記入し、変更内容を記載する。 

 



 

 

様式７（規則第 23条関係） 

 

認定生活困窮者就労訓練事業廃止届 

 

令和  年  月  日 

 

広 島 市 長  様 

 
                        主 た る 事 務 所 

                                 の 所 在 地 

 

               届出者   名 称 

           
                                 代表者の職・氏名                ㊞ 

 

 

認定生活困窮者就労訓練事業を廃止したので、生活困窮者自立支援法施行規則（平成 27 年厚生

労働省令第 16号）第 23条の規定に基づき、届け出ます。 

 

廃止に係る事業所の 

名称及び所在地 

 

 

 

 

 

 

廃止年月日 令和   年   月   日 

 

 



 

 

様式８（法第 21条第２項関係） 

広 〇 〇 第 ○ 号 

令和  年  月  日 

 

○○ ○○ 様 

 

 広島市長 松 井 一 實      

 （健康福祉局保護自立支援課）     

 

 

報 告 徴 収 書 

 

認定生活困窮者就労訓練事業について、生活困窮者自立支援法（平成 25 年法律第 105 号。以下

「法」という。）第 21条第２項の規定に基づき、下記の通り報告を求めます。 

本要求に対して、報告をせず、又は虚偽の報告をした場合は、法第 29 条第２号の規定により処

罰されることがあります。 

 

記 

 

報告を求める理由  

求める報告の内容  

報告の方法 報告内容を文書により作成し、〔関係資料を添付して〕提出すること。 

報告の期限 令和  年  月  日 

 



 

様式９（法第 16条第３項関係） 

広 〇 〇 第 ○ 号 

令和  年  月  日 

 

○○ ○○ 様 

 

 広島市長 松 井 一 實      

 （健康福祉局保護自立支援課）     

 

 

生活困窮者就労訓練事業認定取消通知書 

 

令和  年  月  日付けで行った生活困窮者就労訓練事業に係る認定について、生活困窮者

自立支援法（平成 25年法律第 105号）第 16条第３項の規定により、次のとおり取り消したので通

知します。 

 

取消に係る認定生活困

窮者就労訓練事業を行

う者の名称、主たる事

務所の所在地及び 

代表者の氏名 

 

取消に係る認定生活困

窮者就労訓練事業を行

う事業所の名称 

及び所在地 

 

取消となった理由 

 

 

 

 

 

 



 

様式１０ 

 

第２種社会福祉事業開始届 

（認定生活困窮者就労訓練事業） 

 

令和  年  月  日  

 

広 島 市 長  様 

 
                        主 た る 事 務 所 

                                 の 所 在 地 

 

               申請者   名 称 

           
                                 代表者の職・氏名                ㊞ 

 

 

 

下記のとおり第２種社会福祉事業を開始したので、社会福祉法第６９条第１項の規定に基づき、

関係書類を添付の上届け出ます。 

 

経営者の名称   

代表者の氏名   

主たる事務所の 

所 在 地 
 

事 業 の 種 類   第２種社会福祉事業としての認定生活困窮者就労訓練事業 

事

業

の

内

容 

事業所の名称  

事業所の所在地  

訓練事業の内容  

利用定員の数       人 

事業開始年月日  令和   年   月   日 

添 付 書 類  定款又は基本約款（別添のとおり） 

 



 

様式１１ 

 

第２種社会福祉事業変更（廃止）届 

（認定生活困窮者就労訓練事業） 

 

令和  年  月  日  

 

広 島 市 長  様 

 
                        主 た る 事 務 所 

                                 の 所 在 地 

 

               申請者   名 称 

           
                                 代表者の職・氏名                ㊞ 

 

 

 

下記のとおり第２種社会福祉事業を変更（廃止）したので、社会福祉法第６９条第２項の規定に

基づき届け出ます。 

 

変 更 事 項 

 

(※廃止の場合は

廃止の旨記入) 

  

 

変更(廃止)年月日  令和   年   月   日 

 


